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中期経営目標

№ 三つの柱 基本施策 今年度学校で重点を置く「具体的施策」
（令和７年度までの

３年間）
取組指標 成果指標 取組 成果 評価 コメント

1 Ⅰ　健全育成 個性を認め合う教育の推進 人権教育の推進

「特別の教科　道徳」の
充実を図り、他者および
集団や自然との正しい関
係の理解を通して、自己
を正しく理解させ、道徳的
な判断力と実践力の向
上を目指す。

特別の教科　道徳の年35時
間以上及び22項目の実施
し、全体計画、年間指導計
画に基づき、全教師が同一
歩調で計画的に実施する。

人権意識を自覚する生
徒の割合が、
４：90％以上
３：70％以上
２：50％以上
１：50％未満

4 4 4 生徒の90％以上が、人権に対する
意識をもっていることは評価できる。

「特別の教科　道徳」を中心に、全ての教育活動において、人権意識を高める取組を進
めていく。
道徳の授業を実施する前に、授業構成や発問について検討する学年会を充実させ、教
員の道徳の授業力を高めていく。

2 Ⅰ　健全育成
生涯にわたって育む健やかな体
づくり

個に応じた就学の推進

組織的、有機的な校
内組織の機能を充実
させ、不登校生徒の減
少を目指す。

特別支援コーディネータ、
担任、保護者、養護教諭、
ＳＣ，ＳＳＷ及び関係諸機
関等との連携による組織
的な対応を行う。

不登校生徒について、ＳＣ，
ＳＳＷなどの関係機関と関
わっている生徒の割合が、
４：90％以上
３：70％以上
２：50％以上
１：50％未満

4 3 3.8
不登校生徒の80％以上が、学校もし
くは関係諸機関と関わっているが、
その割合を更に高めてもらいたい。

校内委員会を週に1回開催し、組織的に不登校の状況を分析し、個に応じた対応や支援
を検討する。

3 Ⅰ　健全育成
規範意識や他人への思いやりな
ど豊かな心を育む教育の推進

規範意識と豊かな人間関係を育
む教育

全ての教育活動を通
して、生命尊重・人権
尊重の精神の涵養に
努め、生徒の人格の
完成を目指す。

学級活動、生徒会活
動に積極的に参加、
協力する活動を工夫
し、自主性・自律性を
育成する。

基本的な生活習慣、ルー
ルを身につけることへの肯
定的意見が、
４：90％以上
３：70％以上
２：50％以上
１：50％未満

4 4 4
基本的な生活習慣の確立や自主的
な活動を行う環境が整っていると思
われる。

基本的な生活習慣やルールやマナーを守る規範意識は、全校的に身に付いてきてい
る。学級活動や学校行事に、積極的に参加する工夫をし、自主的・自律的に取り組む態
度を育てていく。

4 Ⅰ　健全育成 いじめ問題への対応
いじめ防止対策推進基本方針
に基づいた取り組みの推進

校内体制の整備、およ
び校内委員会の確実
な機能化、学校いじめ
防止基本方針に基づ
いた指導を充実させ
る。

年3回のアンケート及
び日常的な把握によ
るいじめの未然防止・
早期発見・早期対応・
継続的な取組を組織
的に行う。

３か月以上前に発生した
いじめの解消率が、
４：100％
３：95％以上
２：90％以上
１：90％未満

4 2 3.4
いじめに対して組織的に対応してい
ると思われる。今後は、解消率の向
上を期待し、成果評価を上げてもら
いたい。

学期に1回のアンケートや日常の生徒の様子から、生徒の状況把握に努め、いじめの未
然防止・早期発見・早期対応に取り組む。全教職員で組織的に対応し、3カ月以内の解
消を目指す。

5 Ⅰ　健全育成
生涯にわたって育む健やかな体
づくり

体力向上に関する指導の充実

運動・スポーツに対する
興味・関心を高めるととも
に、心身の健康の保持増
進に向けた健康・安全に
関する指導の充実を図
る。

保健体育の授業や運動
部活動を中心とした日常
的な体力向上の取組を
生徒が自ら考え、自主
的・自律的にできる態度
を育成する。

体力測定の結果におい
て、都の平均を上回る生
徒が
４：90％以上
３：80％以上
２：70％以上
１：70％未満

3 1 2.8
体育的行事や運動部活動の様子か
ら、活発な活動をしていると思われ
る。今後の活動が増え、体力が向上
することを期待する。

保健体育授業や運動部活動において、発達段階や個に応じて、安全や健康、体力の向
上への意識がもたらす健康への好影響を指導する。運動が苦手であっても、体力向上が
健康の保持増進に繋げる取り組みを進める。

6 Ⅱ　学力向上 確かな学力の育成
教員の授業改善、指導力の向
上の推進

「形成的評価の充実」
や「生徒による授業評
価」を通して、指導上
の課題を明確にし、授
業力の向上を図る。

生徒による授業評価の
結果も含め、授業改善プ
ランにそれを反映し、教
師の授業力向上を図る。

教員の学習指導力に対
する肯定的意見が、
４：90％以上
３：70％以上
２：50％以上
１：50％未満

4 4 4
生徒からの肯定的評価が高いこと
は評価できる。さらに授業力の向上
に取り組んでもらいたい。

学習指導要領に則り、「主体的、対話的で、深い学び」を実践し、ＩＣＴ機器や話し合い活
動を活用し、授業の工夫・改善を常に図っていく。

7 Ⅱ　学力向上 確かな学力の育成
基礎的・基本的な学力の定着と
学ぶ意欲の向上

指導及び評価方法の
工夫・改善を通して授
業の充実を図るととも
に、到達目標を明確に
した授業の実践を目
指す。

毎時間の授業の到達
目標を生徒と教師が
共有しその達成度を
生徒自らが授業の終
わりに判断できるよう
工夫する。

到達目標の活用に関す
る肯定的意見が、
４：90%以上
３：85％以上
２：80％以上
１：80％未満

4 4 3.8
授業ごとの達成度を確認すること
は、難しい課題である。到達目標の
活用に、さらに期待する。

各授業の到達目標を明確にし、生徒が自分で「何ができて、何ができないのか」が分かる
授業を行う。

8 Ⅱ　学力向上 確かな学力の育成
言語活動の充実によるコミュニ
ケーション能力の育成

全ての学習の基盤あ
る言語能力の向上を
図る。

学習の基盤としての言
語活動を取り入れた
授業実践を行う。語彙
習得に関する指導を
一層充実させる。

文章を読むことに苦手意
識のある生徒が、
４：25％未満
３：25％以上
２：50％以上
１：75％以上

4 3 3.4
文章を読むことに苦手意識をもって
いる生徒は一定数いるが、語彙を増
やし読解力の向上は今後の課題で
ある。

言語活動を充実させて、語彙力、読解力の向上を図る。特に、読むことに苦手意識をも
つ生徒の「読む力」を高めていく。

9
Ⅲ　教育環境の整
備

各学校におけるカリキュラム・マ
ネジメントの推進

組織体としての学校機能の強化

教育課程の時間配分
や人的措置を工夫し、
教育活動の質の向上
を目指して教育効果
の最大化を図る。

「良き社会人の育成」の
ための学校の取組を教
育活動説明会、ＨＰや便
りなどで周知するなど、
保護者や地域に広報し、
共有する。

保護者による教育活動への
理解と協力について、肯定
的意見が、
４：90％以上
３：70％以上
２：50％以上
１：50％未満

3 3 3.6
学校の取組は、保護者や地域に周
知されていると感じているが、さらに
活動が理解されるための工夫に期
待する。

学校が行っている取組の内容や成果を、各種通信や保護者会等で周知する機会を増や
していく。

10
Ⅲ　教育環境の整
備

特別支援教育の充実 特別支援教育の充実

特別支援教育の推進
に取り組み、個に応じ
た指導体制を確立す
る。

特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
を中心に、特別支援教
室と通常学級との連
携を高め、指導の充
実を図る。

特別支援教室において成果
の見られる生徒の割合が、
４：90％以上
３：70％以上
２：50％以上
１：50％未満

4 4 4
特別支援教育の充実に向けて、通
常学級との連携がされていることを
感じる。今後も充実した指導に期待
する。

知的固定学級・特別支援教室における指導だけでなく、通常の学級の日常から、特別支
援教育の意義を全教職員が理解し、組織的に取り組んでいく。
通常学級との連携や個に応じた指導・支援など、特別支援教育の充実を図る。

特別支援教室の目的や指導
内容を教員や保護者、生徒
に周知し、共通理解のもとで
入室につなげる。また、巡回
心理士やＳＣと連携を図る。

健康への関心を高め、保
健体育の授業や体育的
行事、部活動などを通し
て健康の保持増進、体力
向上を図る。

各教科の「形成的評
価」の研究を実践に生
かして授業改善を図
る。

到達目標について、
「何がわからないか」を
生徒自身が自覚できる
ように、工夫・改善を推
進する。

各教科における「読む
力」を中心とした言語
活動の充実を図る。

主幹会・企画会議を通し
て、主幹教諭の指示・指
導の下、主任教諭や各主
任がリーダーシップを発
揮し、組織の効率化、機
能化を図る。

【成果】・研究推進校の取組を通しての教員の授業力、学力向上につながる評価の理解　　・道徳の授業前検討会による授業力の向上並びに人権教育の推進　　　・いじめの未然防止への対応      ・特別支援教育の推進
【課題】・到達目標設定、形成的評価の充実と主体的で深い学びの推進　　・機能的、組織的な体制の確立とカリキュラム・マネジメントの推進　　　・特別支援教育の更なる充実

全教員が各価値項目に
ついての理解を深め、指
導することができるよう
に、道徳科の研究を推進
し、生徒たちの心を育成
する。

校内員会で学期ごと
に、不登校の状況の分
析に基づいて、個に応
じた取組を推進する。

基本的な生活習慣や
ルール、マナー、衛生
観念等を身に付け、自
ら考え、自主的・自律
的に行動できる態度を
育成する。

教員の研修の実施及
び生徒に対しての日常
からの指導を通し、人
間関係力の向上を図
る。

令和５年度　東久留米市立 学校評価報告書

前年度までの学校経営
上の成果と課題

東久留米市第２次教育振興基本計画 自己評価

学校教育目標

教
育
ビ
ジ

ョ
ン

（１）自治力のある集団、正義の通る集団としての学校　（２）すべての生徒が心の居場所をもつ学校　（３）学習の基礎・基本を確実に身に付け、主体的に学ぶ力を培う学校　（４）学校・家庭・地域社会が共に協力し、生徒を育てる学校

（１）知性のある「賢い生徒」　　　（２）思いやりのある「優しい生徒」　　　　（３）心身共に健康な「逞しい生徒」

（１）良き社会人の育成に尽力する教師　　（２）本校の課題を理解し、その解決のために組織の一員として努力する教師　　（３）生徒理解力や授業力等の教師としての資質・能力の向上を常に目指す教師

短期経営目標 評価指標・評価基準 学校関係者評価
次年度の方策

（１年間）

賢く　　優しく　　逞しく
〇一年　　自主　　　〇二年　　自律　　　〇三年　　自治

４：高く評価できる

３：評価できる

２：部分的に見直しが必要

１：全面的に見直すべき


